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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換する固体検出素子を用いた放
射線検出器が配設される電子カセッテ本体と、
　前記電子カセッテ本体を収容するケーシングと、を有し、
　前記ケーシングは開口部を有するケーシング本体を有し、前記開口部は、前記電子カセ
ッテ本体の放射線入射面を露呈させた状態で前記ケーシングに保持されるように開口され
ており、前記開口部の上部に該開口部に対し変位可能な可動爪を設けるとともに前記開口
部の下部に突起部を設け、
　前記電子カセッテ本体の上部に前記可動爪の先端が係合する第１の穴部を設け、該電子
カセッテ本体の下部に前記突起部が嵌合する第２の穴部が設けられていることを特徴とす
る電子カセッテ。
【請求項２】
　請求項１記載の電子カセッテにおいて、
　前記可動爪は所定間隔離間して前記開口部の上部に複数設けられるとともに複数の可動
爪の位置に対応して前記電子カセッテ本体の上部に所定間隔離間する複数の前記第１の穴
部が設けられ、一方、前記突起部は所定間隔離間して前記開口部の下部に複数設けられる
とともに複数の突起部の位置に対応して前記電子カセッテ本体の下部に所定間隔離間する
複数の前記第２の穴部が設けられることを特徴とする電子カセッテ。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシング本体に前記可動爪を前記電子カセッテ本体の第１の穴部に進退させるた
めのスライダを設けることを特徴とする電子カセッテ。
【請求項４】
　請求項３記載の電子カセッテにおいて、
　前記可動爪は前記第１の穴部に指向して弾発力を付与するスプリングで付勢されること
を特徴とする電子カセッテ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記電子カセッテ本体は、放射線入射面を前記ケーシングの開口部奥側に対面するよう
に前記ケーシング本体に保持されることを特徴とする電子カセッテ。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシングの一側面は、前記放射線検出器の画像検出領域を超えるサイズで放射線
入射面と対向して開口していることを特徴とする電子カセッテ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシングは、前記電子カセッテ本体に配設された前記放射線検出器の画像検出領
域以外の領域で前記電子カセッテ本体と接触する緩衝部材を有することを特徴とする電子
カセッテ。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシングに前記電子カセッテ本体が収容された際に前記可動爪が第１の穴部に係
合するとともに前記突起部が第２の穴部に係合することにより、前記電子カセッテ本体の
放射線入射面とケーシング本体の収容面との間に所定の空間が形成されることを特徴とす
る電子カセッテ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシング本体の上部に一体的に把持部を形成したことを特徴とする電子カセッテ
。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　少なくとも前記電子カセッテ本体の上部と下部が前記ケーシング本体の前記開口部を形
成する上部と下部より離間して該電子カセッテ本体が該ケーシング本体の内部に収容され
ることを特徴とする電子カセッテ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記可動爪は前記第１の穴部に係合した際に、ロック機構によってロックされることを
特徴とする電子カセッテ。
【請求項１２】
　請求項１１記載の電子カセッテにおいて、
　前記ロック機構はスプリングと、前記スプリングによって弾発付勢されるスライダとか
らなり、前記スライダの先端部は前記可動爪先端のテーパ面に係合することにより該可動
爪をロック状態に維持することを特徴とする電子カセッテ。
【請求項１３】
　被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換する固体検出素子を用いた放
射線検出器を格納し、ケーシングに収納されて電子カセッテを構成するための電子カセッ
テ本体であって、
　前記電子カセッテ本体は保護カバー内に収納される前記放射線検出器と、カセッテ制御
部と、バッテリと、送受信機とを含み、
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　前記電子カセッテ本体は、放射線が入射する入射面をケーシングの開口部から露呈させ
た状態で装入される際に、前記保護カバーの上部と下部に前記ケーシングの内部で該電子
カセッテ本体を位置決めするための位置決め用の穴部又は凹部を有することを特徴とする
電子カセッテ本体。
【請求項１４】
　請求項１３記載の電子カセッテ本体において、
　前記保護カバーの上部に設けられる穴部又は凹部は前記上部に所定間隔離間して複数形
成されていることを特徴とする電子カセッテ本体。
【請求項１５】
　請求項１３又は１４に記載の電子カセッテ本体において、
　前記保護カバーの下部に設けられる穴部又は凹部は前記下部に所定間隔離間して複数形
成されていることを特徴とする電子カセッテ本体。
【請求項１６】
　請求項１３～１５のいずれか１項に記載の電子カセッテ本体において、
　前記保護カバーの上部と下部にそれぞれ設けられる穴部又は凹部は前記ケーシングの係
合部材に対応する位置に形成されていることを特徴とする電子カセッテ本体。
【請求項１７】
　被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換する固体検出素子が配設され
る電子カセッテ本体を内部に収納するケーシングであって、
　前記ケーシングは少なくともケーシング本体と把持部とを有し、
　前記ケーシング本体は開口部を有し、前記開口部は、前記電子カセッテ本体の放射線入
射面を露呈させた状態で前記ケーシングに保持されるよう開口されており、前記開口部の
上部に該開口部に対して変位する可動爪を設け、前記開口部の下部に突起部を設けてなる
ことを特徴とするケーシング。
【請求項１８】
　請求項１７記載のケーシングにおいて、
　前記可動爪は所定間隔離間して収納される前記電子カセッテ本体の上部に設けられる複
数の第１の穴部に対応して複数設けられるとともに前記突起部は所定間隔離間して前記電
子カセッテ本体の下部に設けられる複数の第２の穴部に対応して複数設けられることを特
徴とするケーシング。
【請求項１９】
　請求項１７又は１８記載のケーシングにおいて、
　前記ケーシング本体に前記可動爪を前記電子カセッテ本体の第１の穴部に進退させるた
めのスライダを設けることを特徴とするケーシング。
【請求項２０】
　請求項１９記載のケーシングにおいて、
　前記可動爪は弾発力を付与するスプリングで付勢されることを特徴とするケーシング。
【請求項２１】
　請求項１７～２０のいずれか１項に記載のケーシングにおいて、
　前記ケーシングの一側面は、前記ケーシング本体の内部に収容される放射線検出器の画
像検出領域を超えるサイズで放射線入射面と対向して開口していることを特徴とするケー
シング。
【請求項２２】
　請求項１７～２１のいずれか１項に記載のケーシングにおいて、
　前記ケーシングは、前記電子カセッテ本体に配設される放射線検出器の画像検出領域以
外の領域で前記電子カセッテ本体と接触する緩衝部材を有することを特徴とするケーシン
グ。
【請求項２３】
　請求項１７～２２のいずれか１項に記載のケーシングにおいて、
　前記ケーシングに前記電子カセッテ本体が収納された際に前記可動爪が前記電子カセッ
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テ本体の第１の穴部に係合するとともに前記突起部が該電子カセッテ本体の第２の穴部に
係合して、前記電子カセッテ本体の放射線入射面とケーシング本体の収容面との間に所定
の空間が形成されることを特徴とするケーシング。
【請求項２４】
　請求項１～１２のいずれかに記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシングは、前記電子カセッテ本体に囲繞された前記放射線検出器の画像検出領
域以外の領域で前記電子カセッテ本体の収容面と接触するように前記電子カセッテ本体を
収容することを特徴とする電子カセッテ。
【請求項２５】
　請求項１～１２、２４のいずれかに記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシングは、前記電子カセッテ本体の収容面と離間するように前記電子カセッテ
本体を収容することを特徴とする電子カセッテ。
【請求項２６】
　請求項１～１２のいずれかに記載の電子カセッテにおいて、
　前記開口部は、前記電子カセッテ本体の放射線入射方向に対して平行に該電子カセッテ
本体を収容するように開口していることを特徴とする電子カセッテ。
【請求項２７】
　請求項１～１２および２４～２６のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシングは、前記電子カセッテ本体を固定する固定部材を備える
　ことを特徴とする電子カセッテ。
【請求項２８】
　請求項１～１２および２４～２７のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシングは、放射線防護部を備える
　ことを特徴とする電子カセッテ。
【請求項２９】
　請求項１～１２および２４～２８のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシングは、電磁環境適合性対策部を備える
　ことを特徴とする電子カセッテ。
【請求項３０】
　請求項１～１２および２４～２９のいずれか１項に記載の電子カセッテにおいて、
　前記ケーシングは、放熱部を備える
　ことを特徴とする電子カセッテ。
【請求項３１】
　請求項１３～１６のいずれか１項に記載の電子カセッテ本体において、
　前記保護カバーの上部と下部にそれぞれ設けられる穴部又は凹部は上下方向で対応する
位置に形成されていることを特徴とする電子カセッテ本体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体を透過した放射線を検出し、前記検出した前記放射線を放射線画像情
報に変換する放射線検出器を備えた電子カセッテ、電子カセッテ本体及びケーシングに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において、被写体に放射線を照射し、該被写体を透過した前記放射線を放射線
検出器に導いて放射線画像情報を撮影する放射線画像撮影システムが広汎に使用されてい
る。前記放射線検出器としては、前記放射線画像情報が露光記録される従来からの放射線
フイルムや、蛍光体に前記放射線画像情報としての放射線エネルギを蓄積し、励起光を照
射することで前記放射線画像情報を輝尽発光光として取り出すことのできる蓄積性蛍光体
パネルが知られている。これらの放射線検出器は、前記放射線画像情報が記録された放射



(5) JP 5355473 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

線フイルムを現像装置に供給して現像処理を行い、あるいは、前記蓄積性蛍光体パネルを
読取装置に供給して読取処理を行うことで、可視画像を得ることができる。
【０００３】
　一方、手術室等においては、患者に対して迅速且つ的確な処置を施すため、撮影後の放
射線検出器から直ちに放射線画像情報を読み出して表示できることが必要である。このよ
うな要求に対応可能な放射線検出器として、放射線を直接電気信号に変換し、あるいは、
放射線をシンチレータで可視光に変換した後、電気信号に変換して読み出す固体検出素子
を用いた放射線検出器が開発されている。
【０００４】
　前記放射線検出器を組み込んだ放射線検出装置は、放射線画像撮影システムの一部とし
て所定位置に据え置かれる据置型と、持ち運び自在の携帯型（カセッテ型）とに分類され
る。後者のカセッテ型放射線検出装置（以下、単に電子カセッテという。）は、可搬性を
向上させるために放射線検出器の軽量化が望まれる一方で、撮影時に患者から与えられる
負荷、落下衝撃等の外部負荷にも耐え得る強度が必要とされる。
【０００５】
　そして、従来においては、カセッテ本体に着脱自在なケーシングを設け、撮影タイプに
応じてカセッテ本体のケーシングを着脱して撮影を行うワークフローが提案されている。
【０００６】
　特許文献１は、ケーシング内にレール等で取り出し可能にカセッテ本体を内蔵すること
で、衝撃吸収材を取り外すことが容易となり保守性を向上させるようにした装置を開示し
ている。
【０００７】
　また、特許文献２は、カセッテ本体の表面と側面周囲を囲う形状の着脱可能なケーシン
グとに衝撃吸収用の弾性体を設けることで、電子カセッテの可搬性やベッドへの挿入操作
性等を向上させるようにした装置を開示している。
【０００８】
　さらに、特許文献３は、カセッテ本体の側面の各辺に着脱可能な衝撃吸収手段を設ける
ことで、カセッテ本体に耐衝撃性、耐振動性、耐防水性をもたせるようにした装置を開示
している。
【０００９】
　さらに、特許文献４は、大重量の患者の下方に配置することを容易にしながら放射線を
検出する部位が損傷を受ける可能性を抑えるようにしたカセッテ本体を収納するケーシン
グを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－３１１５２６号公報
【特許文献２】特開２００５－６８０６号公報
【特許文献３】特開２００６－６４２４号公報
【特許文献４】特開２００６－２９３３６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述した特許文献１～４に係る装置のいずれについても、カセッテ本体からケーシング
を着脱する際に、カセッテ本体がケーシングの開口部又は内面と擦れることにより、放射
線検出器の表面に擦り傷が発生するおそれがある。
【００１２】
　例えば、放射線検出器の撮影面の材質として炭素繊維強化プラスチック（Ｃａｒｂｏｎ
　Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ；以下、略してＣＦＲＰという
。）がよく用いられる。このような材料の表面に擦り傷が発生すると、炭素繊維が露出し
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てヒゲ状傷（ささくれ）になることがある。
【００１３】
　そして、前記放射線検出器の検出面側に擦り傷が発生すると、その傷の発生箇所での放
射線の検出量が不均一となり、取得される放射線画像に擦り傷の痕が写り込むことから、
画像診断に影響を及ぼす可能性もある。このような擦り傷は、放射線検出器の角部に限ら
れず、ケーシングの着脱の際に接触を繰り返す箇所に生じ易い。
【００１４】
　したがって、仮に、放射線検出器の撮影面上にＰＥＴなどの保護フイルムを貼ったとし
ても、カセッテ本体の使用の都度ケーシングとの接触を繰り返すことにより、保護フイル
ムが破れてその露出箇所にヒゲ状傷が発生するおそれがある。
【００１５】
　また、ケーシングを装着した状態で電子カセッテを運搬する際にも、振動等に伴いケー
シング内壁との接触が起こるので、カセッテ本体からケーシングを着脱する場合と同様の
懸念がある。
【００１６】
　本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、カセッテ本体からケーシング
を着脱する際に、あるいはケーシングを装着した状態でカセッテ本体を運搬する際に、放
射線検出器の表面に擦り傷が発生するのを防止することができ、耐久性や画像診断性に対
する信頼性が高く、且つ使い勝手や収納等の利便性にも優れた電子カセッテ、電子カセッ
テ本体及びケーシングを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明に係る電子カセッテは、被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変
換する放射線検出器を囲繞するカセッテ本体と、前記カセッテ本体を挿入するケーシング
と、を有する電子カセッテであって、前記ケーシングは、前記カセッテ本体の放射線入射
方向に対して平行方向に着脱可能となるように前記カセッテ本体を収容することを特徴と
する。
【００１８】
　この発明によれば、カセッテ本体の放射線入射方向に対して平行に着脱可能なケーシン
グを設けたので、カセッテ本体からケーシングを着脱する際に、あるいはケーシングを装
着した状態でカセッテ本体を運搬する際に、放射線検出器の表面に擦り傷が発生するのを
防止することができ、該擦り傷の痕の写り込みによる画像診断への悪影響がなくなる。こ
れにより、耐久性や画像診断性に対する信頼性が高く、且つ使い勝手や収納等の利便性に
も優れた電子カセッテを提供することができる。
【００１９】
　また、前記ケーシングは、前記放射線検出器の画像検出領域を超えるサイズの開口部を
放射線入射方向に対して垂直な面に有することを特徴とする。
【００２０】
　この発明によれば、ケーシングに画像検出領域を超えるサイズの開口部を放射線入射方
向に対して垂直な面に設けたので、ケーシングの形状が放射線画像に写り込むことを防止
することができ、これによって画像診断性に対する信頼性が高く、且つ使い勝手や収納等
の利便性にも優れたケーシングを提供することができる。
【００２１】
　さらに、前記ケーシングは、前記カセッテ本体に囲繞された前記放射線検出器の画像検
出領域以外の領域で前記カセッテ本体の収容面と接触するように前記カセッテ本体を収容
することを特徴とする。
【００２２】
　この発明によれば、放射線検出器の画像検出領域以外の領域で、カセッテ本体がケーシ
ングに接触するようにしたので、カセッテ本体からケーシングを着脱する際に、あるいは
ケーシングを装着した状態でカセッテ本体を運搬する際に、放射線検出器の画像検出領域
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内の表面に擦り傷が発生するのを防止でき、カセッテ本体とケーシングとの接触部が放射
線画像に写り込むことがないので、特に画像診断性に対する信頼性が高く、且つ使い勝手
や収納等の利便性にも優れた電子カセッテを提供することができる。なお、ケーシング及
びカセッテ本体の接触部位は擦過性の優れた材質からなることが好ましい。特に、ＣＦＲ
Ｐ等のような繊維を硬化させて成形した材料でないことが好ましい。
【００２３】
　さらに、前記ケーシングは、前記カセッテ本体の収容面と離間するように前記カセッテ
本体を収容することを特徴とする。
【００２４】
　この発明によれば、カセッテ本体の放射線検出面と離間するようにケーシングに収容可
能にしたので、カセッテ本体からケーシングを着脱する際に、あるいはケーシングを装着
した状態でカセッテ本体を運搬する際に、カセッテ本体とケーシングが接触して放射線検
出器の表面に擦り傷が発生するのを防止することができ、該擦り傷の痕の写り込みによる
画像診断への悪影響がなくなる。これにより、特に耐久性に対する信頼性が高く、且つ使
い勝手や収納等の利便性にも優れた電子カセッテを提供することができる。
【００２５】
　さらに、前記ケーシングは、前記カセッテ本体の収容面と前記ケーシングの内壁に設け
られる保護部材とを接触させて前記カセッテ本体を収容することを特徴とする。
【００２６】
　この発明によれば、カセッテ本体の収容面と保護部材とを接触させるようにカセッテ本
体をケーシングに収容可能にしたので、カセッテ本体からケーシングを着脱する際に、あ
るいはケーシングを装着した状態でカセッテ本体を運搬する際に、カセッテ本体とケーシ
ングが擦れて放射線検出器の表面に擦り傷が発生するのを防止することができるので、該
擦り傷の痕の写り込みによる画像診断への悪影響がなくなる。これにより、耐久性や画像
診断性に対する信頼性がさらに高く、且つ使い勝手や収納等の利便性にも優れた電子カセ
ッテを提供することができる。
【００２７】
　さらに、前記ケーシングは、前記開口部を被蓋する蓋部を有することを特徴とする。こ
のように、開口部を被蓋する蓋部をケーシングに設けたので、ケーシングに収納されたカ
セッテ本体の露出を防止可能であり、カセッテ本体の保護になる。また、ケーシングを装
着した状態下で閉蓋することで、外部からの異物の流入を防止可能である。例えば、手術
手技等を行う際に、カセッテ本体への血液等の付着を防止できる。その後、ケーシングに
付着した血液等を洗浄するため洗浄液を用いる場合においても、カセッテ本体への洗浄液
の付着を防止できる。
【００２８】
　また、閉蓋時のケーシングは密閉性を有していることが好ましく、ケーシングの上下を
撮影時と同じ位置・姿勢に配置する場合に、血液、洗浄液等がケーシングの内部に流入し
ない構造でもよい。
【００２９】
　さらに、前記蓋部は、ヒンジ部を介して回動自在に前記ケーシングと連結されているこ
とを特徴とする。蓋部がヒンジ構造であるので、カセッテ本体の着脱が容易であり、ケー
シング内壁の洗浄が容易である。
【００３０】
　さらに、前記蓋部は、前記ケーシングに対して着脱自在に設けられていることを特徴と
する。蓋部が着脱自在であるので、例えば、ケーシングを装着しつつ蓋部を外した状態下
でカセッテ本体を使用する際は、その運搬が容易である。
【００３１】
　本発明に係る電子カセッテは、被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変
換する放射線検出器を囲繞するカセッテ本体と、前記カセッテ本体の放射線入射方向に対
して垂直方向に着脱可能となるように前記カセッテ本体を挿入するケーシングと、を有す
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る電子カセッテであって、前記カセッテ本体に凸部又は凹部を形成し、前記ケーシングに
凹部又は凸部を形成し、前記ケーシングは該ケーシングの凸部又は凹部に前記カセッテ本
体の凹部又は凸部を嵌合して、前記カセッテ本体の放射線検出面と離間して前記カセッテ
本体を収容することを特徴とする。
【００３２】
　この発明によれば、カセッテ本体及びケーシングが備える凹凸部を互いに嵌合し且つ放
射線検出面と離間するようにカセッテ本体を収容可能にしたので、カセッテ本体からケー
シングを着脱する際に、あるいはケーシングを装着した状態でカセッテ本体を運搬する際
に、放射線検出器の表面に擦り傷が発生するのを防止することが可能であり、該擦り傷の
痕の写り込みによる画像診断への悪影響がなくなる。また、これにより、耐久性や画像診
断性に対する信頼性がさらに高く、且つ使い勝手や収納等の利便性にも優れた電子カセッ
テを提供することができる。さらに、カセッテ本体及びケーシングが備える凹凸部を互い
に嵌合した状態でカセッテ本体がケーシングに確実に固定されるので、カセッテ本体に対
する荷重や振動等に起因する放射線画像の歪みやぶれを防止することができる。すなわち
、再現性のある画像取得ができるので、過去画像と比較した画像診断がより一層正確にな
る。
【００３３】
　本発明に係る電子カセッテは、被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変
換する放射線検出器を囲繞するカセッテ本体と、前記カセッテ本体の放射線入射方向に対
して垂直方向に着脱可能となるように前記カセッテ本体を挿入するケーシングと、を有す
る電子カセッテであって、前記カセッテ本体は把持部を備え、前記ケーシングは、前記カ
セッテ本体を案内して収容する溝部を備え、前記ケーシングは、前記カセッテ本体の放射
線検出面と離間して該カセッテ本体を収容することを特徴とする。
【００３４】
　この発明によれば、把持部を有するカセッテ本体をケーシングに収容可能としたので、
ケーシングを着脱する場合や、ケーシングを装着した状態でカセッテ本体を運搬する場合
における作業性が向上する。それに加えて、検出面とケーシングが離間しているので、カ
セッテ本体からケーシングを着脱する際に、あるいはケーシングを装着した状態でカセッ
テ本体を運搬する際に、接触や振動等によるカセッテ本体の傷の発生を防止することが可
能であり、該擦り傷の痕の写り込みによる画像診断への悪影響がなくなる。これにより、
耐久性や画像診断性に対する信頼性が高く、且つ使い勝手や収納等の利便性にも優れた電
子カセッテを提供することができる。
【００３５】
　本発明に係る電子カセッテは、被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変
換する放射線検出器を囲繞するカセッテ本体と、前記カセッテ本体の放射線入射方向に対
して垂直方向に着脱可能となるように前記カセッテ本体を挿入するケーシングと、を有す
る電子カセッテであって、前記カセッテ本体に凸部を形成し、前記ケーシングに凹部を形
成し、前記ケーシングは該ケーシングの凹部に前記カセッテ本体の凸部を嵌合して、前記
カセッテ本体の放射線検出面と前記ケーシングの内壁に設けられる保護部材とを接触させ
て前記カセッテ本体を収容することを特徴とする。
【００３６】
　この発明によれば、カセッテ本体及びケーシングが備える凸凹部を嵌合し且つ放射線検
出面と保護部材とを接触させるようにカセッテ本体をケーシングに収容可能にしたので、
カセッテ本体からケーシングを着脱するのが容易であり、且つカセッテ本体とケーシング
が接触して放射線検出器の表面に擦り傷が発生するのを防止可能となり、該擦り傷の痕の
写り込みによる画像診断への悪影響がなくなる。これにより、耐久性や画像診断性に対す
る信頼性がさらに高く、且つ使い勝手や収納等の利便性にも優れた電子カセッテを提供す
ることができる。
【００３７】
　また、前記ケーシングは、前記カセッテ本体を固定する固定部材を備えることを特徴と
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する。
【００３８】
　この発明によれば、ケーシングにカセッテ本体を固定する固定部材を設けたので、カセ
ッテ本体からケーシングを着脱する際に、あるいはケーシングを装着した状態でカセッテ
本体を運搬する際に、カセッテ本体とケーシングが接触して放射線検出器の表面に擦り傷
が発生するのを防止可能となり、特に耐久性に対する信頼性がさらに高く、且つ使い勝手
や収納等の利便性にも優れた電子カセッテを提供することができる。さらに、カセッテ本
体に対する荷重や振動等の影響を受けることなくカセッテ本体がケーシングに確実に固定
されるため、放射線画像の歪みやぶれを防止することができる。
【００３９】
　さらに、前記ケーシングは、放射線防護部を備えることを特徴とする。
【００４０】
　この発明によれば、ケーシングに放射線防護部を設けたので、カセッテ本体が備える電
子部品及び回路基板への放射線の照射を防止可能となり、電子部品等の誤動作、性能劣化
、更には損傷を防ぐことができる。また、放射線散乱に伴う放射線画像情報の劣化（放射
線画像の画質低下）を低減できる。
【００４１】
　さらに、前記ケーシングは、ＥＭＣ対策部を備えることを特徴とする。
【００４２】
　この発明によれば、ケーシングにＥＭＣ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｃｏｍ
ｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）対策部を設けたので、カセッテ本体から発生するノイズによって
放射線検出器や外部の電子機器が誤動作することを回避するとともに、外部からケーシン
グに侵入するノイズによって電子部品が誤動作することを回避することができる。これに
より、カセッテ本体の制御に用いるクロック周波数を上げる設計が可能となり、放射線撮
影のサイクルタイムを短縮し、また連続撮影可能回数を増加することができる。
【００４３】
　さらに、前記ケーシングは、放熱部を備えることを特徴とする。
【００４４】
　この発明によれば、ケーシングに放熱部を設けたので、カセッテ本体から発生した熱を
、放熱部を介してケーシングの外部に放出することができる。これにより、カセッテ本体
の制御に用いるクロック周波数を上げる設計が可能となり、放射線撮影のサイクルタイム
を短縮し、また連続撮影可能回数を増加することができる。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明によれば、被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換する放射線
検出器を囲繞するカセッテ本体と、前記カセッテ本体を挿入するケーシングと、を有する
電子カセッテであって、前記ケーシングは、前記カセッテ本体の放射線入射方向に対して
平行方向に着脱可能となるように前記カセッテ本体を収容するようにしたので、カセッテ
本体からケーシングを着脱する際に、あるいはケーシングを装着した状態でカセッテ本体
を運搬する際に、放射線検出器の表面に擦り傷が発生するのを防止することができ、該擦
り傷の痕の写り込みによる画像診断への悪影響がなくなる。これにより、耐久性や画像診
断性に対する信頼性が高く、且つ使い勝手や収納等の利便性にも優れた電子カセッテを提
供することができる。
【００４６】
　また、本発明によれば、被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換する
放射線検出器を囲繞するカセッテ本体と、前記カセッテ本体の放射線入射方向に対して垂
直方向に着脱可能となるように前記カセッテ本体を挿入するケーシングと、を有する電子
カセッテであって、前記カセッテ本体に凸部又は凹部を形成し、前記ケーシングに凹部又
は凸部を形成し、前記ケーシングは該ケーシングの凸部又は凹部に前記カセッテ本体の凹
部又は凸部を嵌合して、前記カセッテ本体の放射線検出面と離間して前記カセッテ本体を
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収容するようにしたので、カセッテ本体からケーシングを着脱する際に、あるいはケーシ
ングを装着した状態でカセッテ本体を運搬する際に、放射線検出器の表面に擦り傷が発生
するのを防止することが可能であり、該擦り傷の痕の写り込みによる画像診断への悪影響
がなくなる。また、これにより、耐久性や画像診断性に対する信頼性がさらに高く、且つ
使い勝手や収納等の利便性にも優れた電子カセッテを提供することができる。さらに、カ
セッテ本体及びケーシングが備える凹凸部を互いに嵌合した状態でカセッテ本体がケーシ
ングに固定されるので、カセッテ本体に対する荷重や振動等に起因する放射線画像の歪み
やぶれを防止することができる。
【００４７】
　さらに、本発明によれば、被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換す
る放射線検出器を囲繞するカセッテ本体と、前記カセッテ本体の放射線入射方向に対して
垂直方向に着脱可能となるように前記カセッテ本体を挿入するケーシングと、を有する電
子カセッテであって、前記カセッテ本体は把持部を備え、前記ケーシングは、前記カセッ
テ本体を案内して収容する溝部を備え、前記ケーシングは、前記カセッテ本体の放射線検
出面と離間して該カセッテ本体を収容するようにしたので、ケーシングを着脱する場合や
、ケーシングを装着した状態でカセッテ本体の運搬する場合における作業性が向上する。
それに加えて、検出面とケーシングが離間しているので、カセッテ本体からケーシングを
着脱する際に、あるいはケーシングを装着した状態でカセッテ本体を運搬する際に、接触
や振動等によるカセッテ本体の傷の発生を防止することが可能であり、該擦り傷の痕の写
り込みによる画像診断への悪影響がなくなる。これにより、耐久性や画像診断性に対する
信頼性が高く、且つ使い勝手や収納等の利便性にも優れた電子カセッテを提供することが
できる。
【００４８】
　さらに、本発明によれば、被写体を透過した放射線を検出して放射線画像情報に変換す
る放射線検出器を囲繞するカセッテ本体と、前記カセッテ本体の放射線入射方向に対して
垂直方向に着脱可能となるように前記カセッテ本体を挿入するケーシングと、を有する電
子カセッテであって、前記カセッテ本体に凸部を形成し、前記ケーシングに凹部を形成し
、前記ケーシングは該ケーシングの凹部に前記カセッテ本体の凸部を嵌合して、前記カセ
ッテ本体の放射線検出面と前記ケーシングの内壁に設けられる保護部材とを接触させて前
記カセッテ本体を収容するようにしたので、ケーシングを着脱する場合や、ケーシングを
装着した状態でカセッテ本体の運搬する場合における作業性が向上する。それに加えて、
検出面とケーシングが離間しているので、カセッテ本体からケーシングを着脱する際に、
あるいはケーシングを装着した状態でカセッテ本体を運搬する際に、接触や振動等による
カセッテ本体の傷の発生を防止することが可能であり、該擦り傷の痕の写り込みによる画
像診断への悪影響がなくなる。これにより、耐久性や画像診断性に対する信頼性が高く、
且つ使い勝手や収納等の利便性にも優れた電子カセッテを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本実施の形態に係る電子カセッテが用いられる放射線画像撮影システムが設置さ
れた手術室の概略斜視説明図である。
【図２】カセッテ本体の内部構成を示す斜視図である。
【図３】第１の実施形態における電子カセッテの斜視図である。
【図４】図４Ａは、第１の実施形態における電子カセッテの正面図である。図４Ｂは、図
４Ａの一部省略ＩＶＢ－ＩＶＢ線断面図である。
【図５】第１の実施形態の変形例における図４ＡのＩＶＢ－ＩＶＢ線断面図である。
【図６】第２の実施形態における電子カセッテの斜視図である。
【図７】第２の実施形態における電子カセッテの正面図である。
【図８】図８Ａは、第３の実施形態における電子カセッテの斜視図である。図８Ｂは、第
３の実施形態における電子カセッテの蓋部の一部省略斜視図である。
【図９】第４の実施形態における電子カセッテの斜視図である。
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【図１０】第４の実施形態の変形例における電子カセッテの斜視図である。
【図１１】第５の実施形態における電子カセッテの斜視図である。
【図１２】第５の実施形態の変形例における電子カセッテの斜視図である。
【図１３】図１３Ａは、第６の実施形態における電子カセッテの斜視図である。図１３Ｂ
は、図１３ＡのＸＩＩＩＢ－ＸＩＩＩＢ線断面図である。
【図１４】第７の実施形態における電子カセッテの斜視図である。
【図１５】第７の実施形態における電子カセッテの閉蓋時の概略断面図である。
【図１６】第７の実施形態の変形例における電子カセッテの斜視図である。
【図１７】第７の実施形態の変形例における電子カセッテの閉蓋時の概略断面図である。
【図１８】第８の実施形態における電子カセッテの断面図である。
【図１９】第９の実施形態における放電子カセッテの断面図である。
【図２０】第１０の実施形態における電子カセッテの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　以下、本発明に係る電子カセッテをこの電子カセッテを構成する電子カセッテ本体及び
ケーシングとの関係において好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照して詳細に説明す
る。
【００５１】
　図１は、本発明に係る電子カセッテが用いられる放射線画像撮影システム１０が設置さ
れた手術室１２の概略斜視説明図である。手術室１２には、放射線画像撮影システム１０
に加えて、患者（被写体）１４が横臥する手術台１６が配置されるとともに、医師１８が
手術に使用する各種器具が載置される器具台２０が手術台１６の側部に配置される。また
、手術台１６の周りには、麻酔器、吸引器、心電計、血圧計等、手術に必要な様々な機器
が配置される。
【００５２】
　放射線画像撮影システム１０は、撮影条件に従った線量からなる放射線Ｘを患者１４に
照射するための撮影装置２２と、患者１４を透過した放射線Ｘを検出する放射線検出器（
図２参照）を内蔵した電子カセッテ（放射線検出装置）２４と、放射線検出器によって検
出された放射線Ｘに基づく放射線画像を表示する表示装置２６と、撮影装置２２、電子カ
セッテ２４及び表示装置２６を制御するコンソール(電子カセッテ２４の外部制御装置）
２８とを備える。電子カセッテ２４は、放射線検出器を内蔵するカセッテ本体３０と、該
カセッテ本体３０を収容し且つ該カセッテ本体３０に着脱自在であるケーシング３２とか
ら構成される。コンソール２８と、撮影装置２２、電子カセッテ２４、及び表示装置２６
との間では、破線で示す無線通信による信号の送受信が行われる。
【００５３】
　撮影装置２２は、自在アーム３４に連結され、患者１４の撮影部位に応じた所望の位置
に移動可能であるとともに、医師１８による手術の邪魔とならない位置に待避可能である
。同様に、表示装置２６は、自在アーム３６に連結され、撮影された放射線画像を医師１
８が容易に確認できる位置に移動可能である。
【００５４】
　図２は、カセッテ本体３０の内部構成を示す斜視図である。カセッテ本体３０は、放射
線Ｘを透過させる材料からなる保護カバー３８を備える。保護カバー３８の内部には、保
護カバー３８の一面４０側から、患者１４を透過した放射線Ｘを検出する放射線検出器４
４、及び放射線Ｘのバック散乱線を吸収する鉛板４６が順に配設される。なお、保護カバ
ー３８の一面４０をグリッドとして構成してもよい。
【００５５】
　また、保護カバー３８の内部には、カセッテ本体３０の電源であり電圧Ｖｃｃを供給す
るバッテリ４８と、バッテリ４８から供給される電力により放射線検出器４４を駆動制御
するカセッテ制御部５０と、放射線検出器４４によって検出した放射線Ｘの情報を含む信
号をコンソール２８との間で送受信するカセッテ送受信機５２とが収容される。なお、カ
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セッテ制御部５０及びカセッテ送受信機５２には、放射線Ｘが照射されることによる損傷
を回避するため、保護カバー３８の一面４０側に鉛板等を配設しておくことが好ましい。
【００５６】
　ところで、図１に示すような手術手技を行う際は、ケーシング３２を装着したカセッテ
本体３０（電子カセッテ２４）を使用する利点は大きい。
【００５７】
　第１に、カセッテ本体３０を患者１４に敷設するため、カセッテ本体３０は直接的に荷
重を受けやすい。すなわち、耐荷重性を向上するためには、ケーシング３２を装着するこ
とが望ましい。
【００５８】
　第２に、手術等の緊急処置時では、単なる静止画撮影のみならず、動画撮影、カセッテ
本体３０の室内・室外運搬（手術室１２や撮影室等）や、棚からの取り出し・収納等の作
業が想定される。つまり、カセッテ本体３０の位置・姿勢を移動する頻度が高くなり、床
への落下や、他の物体との衝突等の可能性がそれだけ高くなる。すなわち、衝突強度を向
上するためには、ケーシング３２を装着することが望ましい。
【００５９】
　第３に、手術手技に伴って患者１４の血液等の付着物が生じるため、その対策が必要と
なる。特に、カセッテ本体３０の保護カバー３８表面に血液等が付着すると、保健衛生上
問題となる。すなわち、カセッテ本体３０への直接的付着を防止するためには、ケーシン
グ３２を装着することが望ましい。例えば、ケーシング３２を取り外して洗浄すればよく
、カセッテ本体３０と比べて安価なケーシング３２を必要に応じて交換すればよい。これ
により、カセッテ本体３０の損傷を防止できるので、寿命を長くすることができる。
【００６０】
　基本的には以上のように構成される電子カセッテの第１の実施形態について、次に、図
３及び図４を参照しながらさらに詳細に説明する。
【００６１】
　図３は第１の実施形態における電子カセッテ２４の斜視図、図４Ａは第１の実施形態に
おける電子カセッテ２４の正面図、図４Ｂは図４Ａの一部省略ＩＶＢ－ＩＶＢ線断面図で
ある。
【００６２】
　図３に示すように、電子カセッテ２４は、カセッテ本体３０とケーシング３２とを備え
る。ケーシング３２は、矩形状の本体５４を有し、この本体５４は一方の側面に大きく開
口する開口部５６を有する。前記開口部５６の上部に支持部５７を設け、この支持部５７
に可動爪６０と、この可動爪６０を変位させるスライダ６２を設ける。本体５４の上部に
把手（把持部）６４を備える。前記開口部５６に嵌合するカセッテ本体３０は、開口部５
６を形成する本体５４の底面に二つの突起部５８を形成しておく。カセッテ本体３０は、
下面部に二つの穴６６と、上面部に二つの穴６８とを備える。
【００６３】
　ここで、本体５４は、電子カセッテ２４全体の軽量化を図るため、マグネシウム、マグ
ネシウム合金、アルミニウム又はアルミニウム合金等の軽金属材料で構成することができ
る。
【００６４】
　図４Ａに示すように、円錐形状の突起部５８は、ケーシング３２の下内壁に二つ設けら
れており、カセッテ本体３０の底面に形成された穴６６にそれぞれ嵌合する。ここで、カ
セッテ本体３０とケーシング３２を嵌合する手段は、突起部５８と穴６６に限定されない
ことは言うまでもなく、例えば穴６６に代えて凹部たる溝であってもよい。
【００６５】
　図４Ａに示すように、可動爪６０は、前記支持部５７の内部にカセッテ本体３０の上部
の穴６８、６８に対応して二つ設けられており、コイルスプリング６７によって図４Ａに
おいて下方へと指向して弾発付勢される。前記可動爪６０の一側面にテーパ面が形成され
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る。スライダ６２は、前記可動爪６０の近傍に設けられ、その先端部は可動爪６０のテー
パ面に臨む。すなわち、可動爪６０のテーパ面に指向してスライダ６２の先端を押圧する
と、可動爪６０は図においてコイルスプリング６７の弾発力に抗して上方へ移動可能であ
る。
【００６６】
　把手６４は、本体５４と一体的に成型されており、カセッテ本体３０及びケーシング３
２を把持可能な程度の強度を有している。
【００６７】
　図４Ｂに示すように、カセッテ本体３０は、放射線Ｘの入射面側（保護カバー３８の一
面４０側）がケーシング３２の背面７２を指向し、且つ、前記一面４０とケーシング３２
の背面７２と接触しないように所定間隔離間して保持される。
【００６８】
　以上のように構成しているので、前記保護カバー３８の一面４０を奥に向けカセッテ本
体３０を保持しつつ、二つの突起部５８にカセッテ本体３０の穴６８を嵌合した状態でカ
セッテ本体３０をケーシング３２の背面７２に近づけ、スライダ６２を可動爪６０のテー
パ面に押圧して横方向に移動させ、コイルスプリング６７の弾発力に抗して持ち上げ、次
いでスライダ６２を解放すれば、可動爪６０と穴６８とが二箇所で係合し、ケーシング３
２をカセッテ本体３０にロックするように装着することができる。すなわち、全体として
カセッテ本体３０を放射線Ｘの入射方向に略平行に移動させてケーシング３２の開口部５
６から装入することができる。一方、ケーシング３２にカセッテ本体３０を収容した状態
で移動させて可動爪６０を持ち上げ、可動爪６０を穴６８から離脱させればケーシング３
２からカセッテ本体３０を取り外すことができる。
【００６９】
　また、図１に示す手術室１２内での電子カセッテ２４の使用状態下では、ケーシング３
２は密閉性を有しないまでも、手術台１６（下方）側に開口するように敷置しているので
、ケーシング３２内部への血液等の流入を阻止することができる。さらに、ケーシング３
２には把手６４を有しているので、電子カセッテ２４の運搬が容易となり作業性が向上す
る。
【００７０】
　以下、ケーシング３２にカセッテ本体３０を収容した状態でカセッテ本体３０が背面７
２と対向する面（図４Ｂでは、保護カバー３８の一面４０）を収容面という。放射線Ｘの
入射面側が背面７２側である場合は前記一面４０が収容面であり、放射線Ｘの入射面側が
開口部５６側である場合は前記一面４０の反対側である他面７０が収容面である。第１の
実施形態では、カセッテ本体３０の収容面が前記一面４０又は他面７０になるようないず
れの構成をも採ることができる。
【００７１】
　図５は、第１の実施形態の変形例における図４ＡのＩＶＢ－ＩＶＢ線断面図である。
【００７２】
　図５に示すように、この変形例ではケーシング３２の背面７２の内側に保護部材７３を
固着している。前記保護部材７３は、スポンジ、ゴム等の弾性体からなる。カセッテ本体
３０は、放射線Ｘの入射面側（保護カバー３８の一面４０側）が背面７２を指向し、且つ
、前記一面４０とケーシング３２の保護部材７３とが接触するように保持される。
【００７３】
　以上のように構成しているので、放射線Ｘの入射面側（保護カバー３８の照射面４０側
）が背面７２を向く方向に、すなわち、放射線Ｘの入射方向に平行にカセッテ本体３０を
ケーシング３２に着脱でき、カセッテ本体３０の保護になる。
【００７４】
　ここで、カセッテ本体３０の収容面が保護カバー３８の一面４０又は他面７０になるよ
うないずれの構成をも採ることができる。保護カバー３８の一面４０側を保護するため、
カセッテ本体３０の収容面が前記一面４０側になるように構成することが特に好ましい。
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【００７５】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第２の実施形態について図６及び図７を参照しな
がら説明する。なお、以下の実施形態において第１の実施形態と同一である構成要素には
、同一の参照符号を付して詳細な説明を省略し、以下同様とする。
【００７６】
　図６は第２の実施形態における電子カセッテ２４の斜視図であり、図７は第２の実施形
態における電子カセッテ２４の正面図である。
【００７７】
　図６に示すように、この第２の実施形態では本体５４の背面内壁に緩衝部材７４を８つ
設けている。緩衝部材７４は、擦過性の優れた材質から構成することができる。特に、Ｃ
ＦＲＰ等のような繊維を硬化させて成形した材料以外の材料を用いてもよい。
【００７８】
　図７に示すように、緩衝部材７４は、放射線Ｘが照射されるカセッテ本体３０の保護カ
バー３８の一面４０のうち、放射線検出器４４の配設領域（画像検出領域）以外の領域の
みでケーシング３２の背面７２と接触するように構成されている。
【００７９】
　以上のように構成しているので、放射線Ｘの入射面側（保護カバー３８の一面４０側）
がケーシング３２の背面７２を向く方向に、すなわち、放射線Ｘの入射方向にカセッテ本
体３０をケーシング３２に衝撃なく着脱でき、カセッテ本体３０の保護になる。
【００８０】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第３の実施形態について図８を参照しながら説明
する。
【００８１】
　図８Ａは第３の実施形態における電子カセッテ２４の斜視図、図８Ｂは第３の実施形態
における電子カセッテ２４の蓋部の一部省略斜視図である。
【００８２】
　図８Ａに示すように、カセッテ本体３０は、保護カバー３８と、前記保護カバー３８の
長手方向に沿ってその両側部からそれぞれ外方に突出して延在する凸部８０とを備える。
ケーシング３２は、本体５４を有し、その長辺側の両側部に把手６４を設けている。本体
５４の把手６４、６４の内壁部には凹部８２、８２が延在している。本体５４の短辺側側
部に設けられた開口部５６は蓋部８４によって開閉自在である。蓋部８４はヒンジ８６に
よって回動可能であり、その反対側にはスライダ９０が設けられている。スライダ９０は
蓋部８４の長穴８８を摺動自在であり、その先端部に爪９４を有し、該爪９４は凹部８２
の近傍に設けた凹部９６に嵌合自在である。
【００８３】
　従って、保護カバー３８の一面４０を上方に向けカセッテ本体３０を保持しつつ、本体
５４の凹部８２、８２にカセッテ本体３０の凸部８０、８０を係合させればカセッテ本体
３０の凸部８０、８０はケーシング３２内に収容される。すなわち、放射線Ｘの入射方向
に対して垂直方向に移動させてケーシング３２の開口部５６から装入することができる。
さらに、蓋部８４をヒンジ８６を介して閉じ、スライダ９０を押動して爪９４を凹部９６
に挿入すればカセッテ本体３０はケーシング３２に完全に収納されることになる。
【００８４】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第４の実施形態について図９を参照しながら説明
する。
【００８５】
　図９に示すように、カセッテ本体３０は、保護カバー３８を有し、この保護カバー３８
はその長尺な両端部に案内部１００を備える。ケーシング３２は、本体５４と、把手６４
と、本体５４の開口部５６を開閉する蓋部８４と、前記開口部５６の一端部側に設けられ
る蓋嵌合部１０２とを有する。蓋部８４の裏面には固定部材１０４が設けられるとともに
、その一端部には、嵌合爪１０６、１０６が突設され、他端部には嵌合爪１０８、１０８
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が設けられる。一方、本体５４の開口部５６の一方の端部近傍には嵌合爪１０６、１０６
を受容する嵌合孔１１０、１１０が設けられ、その他方の端部近傍には嵌合爪１０８、１
０８を受容する嵌合孔１１２、１１２が設けられる。
【００８６】
　案内部１００、１００は、カセッテ本体３０よりもその高さ方向において高く膨出形成
され、カセッテ本体３０の側部で長手方向に延在するように保護カバー３８と一体化され
る。案内部１００、１００は放射線検出器４４を配設する領域の外側に設けられている。
【００８７】
　蓋部８４は、ケーシング３２の蓋嵌合部１０２に着脱することにより開口部５６を開閉
できる。固定部材１０４は、スポンジやゴム等の衝撃吸収材を用いることができる。
【００８８】
　以上のように構成しているので、保護カバー３８の一面４０を上方に向けカセッテ本体
３０を保持しつつ、開口部５６から矢印方向（又はその反対方向）にスライドさせること
により、カセッテ本体３０をケーシング３２に装着し、また、この逆に、ケーシング３２
に装着されたカセッテ本体３０を取り外すことができる。すなわち、放射線Ｘの入射方向
に対して垂直方向に移動させてケーシング３２の開口部５６から着脱することができる。
ここで、開口部５６は、案内部１００を有するＨ字型のカセッテ本体３０を隙間なく収容
できる寸法に形成したので、保護カバー３８の一面４０と本体５４の底面内壁とが接触す
ることなくスライドできる。さらに、蓋部８４の嵌合爪１０６を嵌合孔１１０に挿入した
後に、蓋部８４の嵌合爪１０８を嵌合孔１１２に嵌合することにより、蓋部８４により開
口部５６を閉じることができる。
【００８９】
　図１０は、第４の実施形態の変形例における電子カセッテ２４の斜視図である。
【００９０】
　図１０に示すように、カセッテ本体３０は、保護カバー３８を有し、この保護カバー３
８はその長尺な両端部に案内部１００を備える。ケーシング３２は、本体５４と、把手６
４と、本体５４の開口部５６を開閉する蓋部８４と、前記開口部５６の一端部側に設けら
れる蓋嵌合部１０２とを有する。
【００９１】
　案内部１００、１００は、カセッテ本体３０よりもその高さ方向において高く膨出形成
され、カセッテ本体３０の側部で長手方向に延在するように保護カバー３８と一体化され
る。案内部１００、１００は放射線検出器４４を配設する領域の外側に設けられている。
案内部１００、１００の上面略中央に凹部１１４、１１４が長手方向に延在している。案
内部１００、１００の下面略中央に凹部１１５、１１５が長手方向に延在している。
【００９２】
　一方、ケーシング３２の本体５４の上面内壁部の両側側面近傍には凸部１１６、１１６
が長手方向に延在するように設けられ、本体５４の下面内壁部の両側側面近傍には凸部１
１７、１１７が長手方向に延在するように設けられている。
【００９３】
　従って、保護カバー３８の一面４０を上方に向けカセッテ本体３０を保持しつつ、ケー
シング３２の本体５４の凸部１１６、１１６及び凸部１１７、１１７をカセッテ本体３０
の案内部１００、１００の凹部１１４、１１４及び凹部１１５、１１５と係合させれば、
カセッテ本体３０はケーシング３２に容易に収容することができ、また取り外すことも可
能である。すなわち、放射線Ｘの入射方向に対して垂直方向に移動させてケーシング３２
の開口部５６から着脱することができる。
【００９４】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第５の実施形態について図１１を参照しながら説
明する。
【００９５】
　図１１に示すように、カセッテ本体３０は、保護カバー３８と、この保護カバー３８の
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両側に設けられた把手６４、６４とを有する。把手６４、６４は、弓型の形状を有してお
り、本体５４の両方の側面部に左右対称となるように設けられている。前記保護カバー３
８と把手６４、６４との間には、互いに平行になるように上面に凹部１２０、１２０と、
下面に凹部１２２、１２２が形成される。ケーシング３２は、本体５４を有し、その短尺
な一側面に開口部５６を形成するとともに一対の長尺な側面にスリット１２４、１２４が
形成される。前記スリット１２４、１２４によって前記長尺な側面には上部案内部１２６
、１２６と、下部案内部１２８、１２８とが設けられる。
【００９６】
　以上のように構成しているので、把手６４、６４を両手で把持し、保護カバー３８の一
面４０を下方に向けカセッテ本体３０を保持しつつ、上部案内部１２６に凹部１２０を、
下部案内部１２８に凹部１２２を嵌め込んだ状態で開口部５６から矢印方向（その反対方
向）にスライドさせることにより、カセッテ本体３０にケーシング３２を装着し、またそ
の反対に取り外すことができる。すなわち、放射線Ｘの入射方向に対して垂直方向に移動
させてケーシング３２の開口部５６から着脱することができる。
【００９７】
　図１２は、第５の実施形態の変形例における電子カセッテ２４の斜視図である。
【００９８】
　カセッテ本体３０は、保護カバー３８を備える。ケーシング３２は、本体５４を有し、
この本体５４には開口部５６が形成され、その長尺な側面にスリット１２４、１２４が形
成される。前記スリット１２４、１２４の形成によってこれらを形成する側壁部には上部
案内部１２６が形成される。なお、図中、参照符号１３２は固定爪を示す。
【００９９】
　前記スリット１２４、１２４は、固定爪１３２まで延在しており、上部案内部１２６を
形成している。前記固定爪１３２は、開口部５６付近に短手方向（長手方向の垂直方向）
に延在している。
【０１００】
　以上のように構成しているので、把手６４を両手で把持し、保護カバー３８の一面４０
を下方に向けカセッテ本体３０を保持しつつ、凹部１２０と上部案内部１２６とを嵌め込
み、カセッテ本体３０を開口部５６から矢印方向にスライドさせ、ケーシング３２の尾端
部１３０に押し当てた状態でカセッテ本体３０を下方に押し下げ、カセッテ本体３０を固
定爪１３２で嵌合することにより、カセッテ本体３０にケーシング３２に装着することが
できる。また、嵌合したカセッテ本体３０と固定爪１３２とを分離し、尾端部１３０に押
し当てた状態でカセッテ本体３０を上方に押し上げ、凹部１２０を上部案内部１２６に嵌
め込んだ状態で開口部５６から矢印方向の反対方向にスライドさせることにより、カセッ
テ本体３０をケーシング３２から取り外すことができる。すなわち、放射線Ｘの入射方向
に対して垂直方向に移動させてケーシング３２の開口部５６から着脱することができる。
【０１０１】
　この実施形態では、カセッテ本体３０をケーシング３２の底面に当てる構造を有するの
で、保護カバー３８の一面４０とケーシング３２との空間をなくすことができると同時に
、保護カバー３８の一面４０と患者１４との距離を最小限にすることができる。これによ
り、放射線散乱に伴う放射線画像情報の劣化（放射線画像の画質低下）を低減することが
できる。
【０１０２】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第６の実施形態について図１３を参照しながら説
明する。図１３Ａは第６の実施形態における電子カセッテ２４の斜視図であり、図１３Ｂ
は図１３ＡのＸＩＩＩＢ－ＸＩＩＩＢ線断面図である。
【０１０３】
　図１３Ａに示すように、カセッテ本体３０は、保護カバー３８と、前記保護カバー３８
の長手方向の両側側面部からそれぞれ外方に突出する円柱形状の突起部１３４、１３４と
、突起部１３６、１３６を有する。ケーシング３２は、本体５４を有し、その短尺な一側



(17) JP 5355473 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

面に開口部５６を形成するとともに一対の長尺な側面にスリット１２４、１２４が形成さ
れる。前記スリット１２４、１２４によって前記長尺な側面には上部案内部１２６、１２
６と、下部案内部１２８、１２８と、尾端部に至る間に変曲部１４０、１４０を有し、そ
れぞれの変曲部１３８、１４０から図において上方へと立ち上がり且つ水平へと延在する
スリット１４２、１４４を設ける。
【０１０４】
　図１３Ｂに示すように、ケーシング３２の内側上面に保護部材７３が設けられる。保護
部材７３は、スポンジ、ゴム等の弾性体から構成され、ケーシング３２の本体５４の上面
内壁上の略全面に固着されている。カセッテ本体３０は、放射線Ｘの入射面側（保護カバ
ー３８の一面４０側）がケーシング３２の本体５４の上面を指向し、保護カバー３８の一
面４０とケーシング３２の保護部材７３とが接触し、且つ、本体５４の下面内壁と前記一
面４０の他面７０とが空間１４６を設けて離間するように保持される。
【０１０５】
　以上のように構成しているので、保護カバー３８の一面４０を上方に向けカセッテ本体
３０を保持しつつ、開口部５６から矢印方向（又はその反対方向）にスライドさせ、奥側
の突起部１３４をケーシング３２の変曲部１４０に押し当てた状態でカセッテ本体３０を
斜め上方に押し上げ、カセッテ本体３０の突起部１３４（１３６）をスリット１４２（１
４４）の最奥部まで突き当て、カセッテ本体３０の保護カバー３８の一面４０側を保護部
材７３に密接することにより、カセッテ本体３０にケーシング３２に装着保持することが
できる。また、密接したカセッテ本体３０と保護部材７３とを分離し、カセッテ本体３０
を斜め下方に押し下げ、突起部１３４（１３６）を変曲部１３８（１４０）まで移動させ
、開口部５６から矢印方向の反対方向にスライドさせることにより、カセッテ本体３０を
ケーシング３２から取り外すことができる。すなわち、放射線Ｘの入射方向に対して垂直
方向に移動させてケーシング３２の開口部５６から着脱することができる。
【０１０６】
　この実施形態では、カセッテ本体３０をケーシング３２の上面に当てる構造を有するの
で、保護カバー３８の一面４０とケーシング３２との空間をなくすことができると同時に
、保護カバー３８の一面４０と患者１４との距離を最小限にすることができる。これによ
り、放射線散乱に伴う放射線画像情報の劣化（放射線画像の画質低下）を低減することが
できる。
【０１０７】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第７の実施形態について図１４及び図１５を参照
しながら説明する。
【０１０８】
　図１４に示すように、この実施形態は、基本的には第１の実施形態（図３）と略同様の
構成を採るが、開口部５６を被蓋する蓋部１５０をケーシング３２に設けている点が異な
る。
【０１０９】
　矩形状の蓋部１５０は、ケーシング３２に対向して開口している。蓋部１５０は、２個
のヒンジ１５２、１５２を介してケーシング３２の一方の長辺側側部と回動自在に連結さ
れている。蓋部１５０の他方の長辺側側部には、円柱状の突起部１５４、１５４が２個固
設されている。
【０１１０】
　本体５４の上面側外壁の開口部５６側には、鈎型状のロック部材１５６、１５６が２個
設けられている。ロック部材１５６、１５６は、固定軸を中心に矢印方向にそれぞれ回動
自在である。なお、ロック部材１５６、１５６は、蓋部１５０を回動させケーシング３２
と密接させる際に突起部１５４、１５４とそれぞれ併設する位置関係下にあり、この状態
で該突起部１５４、１５４とそれぞれ係合自在である。
【０１１１】
　以上のように構成しているので、蓋部１５０をケーシング３２に接近するように回動さ
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せ、蓋部１５０がケーシング３２に密接した状態でロック部材１５６、１５６をそれぞれ
矢印方向に回動させ、突起部１５４、１５４に係合させることにより、ロックするように
閉蓋することができる（図１５参照）。一方、ロック部材１５６、１５６をそれぞれ矢印
方向の反対方向に回動させ、係合した突起部１５４、１５４と分離させ、蓋部１５０をケ
ーシング３２に離間するように回動することにより、ロックが解除され開蓋することがで
きる。
【０１１２】
　つまり、蓋部１５０を用いてケーシング３２を被蓋することにより、ケーシング３２に
収納されたカセッテ本体３０の露出を防止可能であり、カセッテ本体３０の保護になる。
また、ヒンジ１５２、１５２を介して蓋部１５０を回動することで、容易に開蓋又は閉蓋
できる。
【０１１３】
　また、ケーシング３２を装着した状態下で閉蓋することで、外部からの異物の流入を防
止可能である。例えば、手術手技等を行う際に、カセッテ本体３０への血液等の付着を防
止できる。その後、ケーシング３２に付着した血液等を洗浄するため洗浄液を用いる場合
においても、カセッテ本体３０への洗浄液の付着を防止できる。
【０１１４】
　また、閉蓋時のケーシング３２は、ゴムを含む弾性体からなるパッキン材の付設により
、密閉性を有していることが好ましい。これにより、ケーシング３２の上下を撮影時と同
じ位置・姿勢に配置する場合に、血液や洗浄液等がケーシング３２の内部に流入すること
を阻止できる。
【０１１５】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第７の実施形態の変形例について図１６及び図１
７を参照しながら説明する。
【０１１６】
　図１６に示すように、ケーシング３２と蓋部１６０とが分離して設けられているのが、
第７の実施形態（図１４及び図１５）と異なる点である。なお、説明の便宜のため、カセ
ッテ本体３０の構成を省略している。
【０１１７】
　矩形平板状の蓋部１６０の上方側面部には、短手方向に延在する３個の嵌合爪１６２、
１６２、１６２が一体的に形成されている。蓋部１６０の下方部には、その法線方向に延
在する３個の嵌合爪１６４、１６４、１６４が一体的に形成されている。
【０１１８】
　一方、ケーシング３２の上面には、開口部５６の指向方向に突出する突出部１６６が、
該ケーシング３２の長手方向に延在して設けられている。突出部１６６の内壁には、３個
の嵌合爪１６２、１６２、１６２を受容する３個の嵌合孔１６８、１６８、１６８が設け
られている。ケーシング３２の下面には、３個の嵌合爪１６４、１６４、１６４を受容す
る３個の嵌合孔１７０、１７０、１７０が設けられている。
【０１１９】
　以上のように構成しているので、蓋部１５０を把持しつつ、蓋部１５０の嵌合爪１６２
、１６２、１６２をケーシング３２の嵌合孔１６８、１６８、１６８にそれぞれ嵌合させ
、さらに、蓋部１５０の嵌合爪１６４、１６４、１６４をケーシング３２の嵌合孔１７０
、１７０、１７０にそれぞれ嵌合させることにより、蓋部１５０が取り付けられ、閉蓋す
ることができる（図１７参照）。一方、嵌合爪１６４、１６４、１６４と嵌合孔１７０、
１７０、１７０とを分離させ、さらに、嵌合爪１６２、１６２、１６２と嵌合孔１６８、
１６８、１６８とを分離させることにより、蓋部１５０が取り外され、開蓋することがで
きる。
【０１２０】
　つまり、蓋部１５０を用いてケーシング３２を被蓋することにより、ケーシング３２に
収納されたカセッテ本体３０の露出を防止可能であり、カセッテ本体３０の保護になる。
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また、電子カセッテ２４の使用態様に応じて、蓋部１５０を自在に装着又は取り外しが可
能であり、利便性が向上する。
【０１２１】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第８の実施形態について図１８を参照しながら説
明する。
【０１２２】
　図１８に示すように、この実施形態は、基本的には第１の実施形態の変形例（図５）と
略同様の構成を採るが、ケーシング３２の内壁に放射線遮蔽部材（放射線防護部）２００
を固着している点が異なる。この放射線遮蔽部材２００は、例えば、鉛、タングステン、
ステンレス合金等の金属や、これらの金属を少なくとも１つ以上含む熱可塑性樹脂からな
る。
【０１２３】
　以上のように構成しているので、放射線Ｘの入射面側（保護カバー３８の照射面４０側
）が背面７２を向く方向に、すなわち、放射線Ｘの入射方向に平行にカセッテ本体３０を
ケーシング３２に着脱できる。ケーシング３２がカセッテ本体３０を収容している状態で
照射された放射線Ｘは、カセッテ本体３０及びケーシング３２の内部で散乱され、ケーシ
ング３２に設けられた放射線遮蔽部材２００により吸収される。これにより、カセッテ本
体３０が備える電子部品及び回路基板（例えば、図２に示す放射線検出器４４、カセッテ
制御部５０、カセッテ送受信機５２）への放射線Ｘの照射を防止可能となり、電子部品等
の誤動作、性能劣化、更には損傷を防ぐことができる。また、放射線散乱に伴う放射線画
像情報の劣化（放射線画像の画質低下）を低減できる。
【０１２４】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第９の実施形態について図１９を参照しながら説
明する。
【０１２５】
　図１９に示すように、この実施形態は、基本的には第６の実施形態（図１３Ｂ）と略同
様の構成を採るが、ケーシング３２の内壁にＥＭＣ対策部材（ＥＭＣ対策部）２０１を固
着している点が異なる。このＥＭＣ対策部材２０１は、例えば、アルミ箔を貼付し、導電
性の塗装をし、あるいはケーシング３２の全面に無電解ニッケルめっきを施して設けてい
る。
【０１２６】
　以上のように構成しているので、カセッテ本体３０の保護カバー３８の一面４０側を保
護部材７３に密接することにより、カセッテ本体３０にケーシング３２に装着保持するこ
とができる。ケーシング３２がカセッテ本体３０を収容している状態でカセッテ本体３０
を作動させるとき、ケーシング３２に設けられたＥＭＣ対策部材２０１により、カセッテ
本体３０が備える回路基板及び該回路基板に搭載された電子部品（例えば、図２に示す放
射線検出器４４、カセッテ制御部５０、カセッテ送受信機５２等）に対するノイズ低減対
策を含めたＥＭＣ対策を行うことができる。すなわち、回路基板及び電子部品から発生す
るノイズによって放射線検出器４４等や外部の電子機器が誤動作することを回避するとと
もに、外部からケーシング３２に侵入するノイズによって電子部品が誤動作することを回
避することが可能となる。
【０１２７】
　これにより、カセッテ本体３０の制御に用いるクロック周波数を上げる設計が可能とな
り、放射線撮影のサイクルタイムを短縮し、また連続撮影可能回数を増加することができ
る。
【０１２８】
　なお、ケーシング３２の本体５４を、ＣＦＲＰに導電層を設けるような構成とした場合
でも、上述した効果を得ることができる。
【０１２９】
　次いで、本発明に係る電子カセッテの第１０の実施形態について図２０を参照しながら
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説明する。
【０１３０】
　図２０に示すように、この実施形態は、基本的には第１の実施形態（図４Ａ）と略同様
の構成を採るが、ケーシング３２の本体の５４の底面内壁に熱伝導部材（放熱部）２０２
を固着している点が異なる。この熱伝導部材２０２は、例えば、マグネシウム合金、アル
ミニウム合金、カーボンナノチューブを配合したアルミニウム合金や、熱伝導性樹脂を用
いることができる。ここで、熱伝導性樹脂とは、酸化亜鉛、窒化アルミニウム、窒化ホウ
素等の高熱伝導率の無機粉や、アルミニウムや銀、銅などの金属粉を熱伝導フィラとして
充填した熱可塑性樹脂である。
【０１３１】
　以上のように構成しているので、前記保護カバー３８の一面４０を奥に向けカセッテ本
体３０を保持しつつ、二つの突起部５８にカセッテ本体３０の穴６８を嵌合した状態でカ
セッテ本体３０をケーシング３２の背面７２に近づけ、スライダ６２を可動爪６０のテー
パ面に押圧して横方向に移動させ、コイルスプリング６７の弾発力に抗して持ち上げ、次
いでスライダ６２を解放すれば、可動爪６０と穴６８とが二箇所で係合し、カセッテ本体
３０の側面（穴６８を有する面）をケーシング３２の熱伝導部材２０２に密接させた状態
で、ケーシング３２をカセッテ本体３０にロックするように装着することができる。
【０１３２】
　ケーシング３２がカセッテ本体３０を収容している状態でカセッテ本体３０を作動させ
るとき、カセッテ本体３０から発生した熱は、ケーシング３２に設けられた熱伝導部材２
０２、本体５４を介し、ケーシング３２の外部に放出される。これにより、カセッテ本体
３０の制御に用いるクロック周波数を上げる設計が可能となり、放射線撮影のサイクルタ
イムを短縮し、また連続撮影可能回数を増加することができる。
【０１３３】
　なお、ケーシング３２の本体５４に熱伝導部材２０２を設ける構成に限られず、カセッ
テ本体３０の保護カバー３８に接触し得る部材（例えば、突起部５８や可動爪６０）を熱
伝導率が高い材料を用いて構成する場合でも、上述した効果を得ることができる。
【０１３４】
　第８～第１０の実施形態の構成について、例えば、第８の実施形態（図１８）にＥＭＣ
対策部材２０１、熱伝導部材２０２を併せて設けてもよく、他の実施形態（第１～第７の
実施形態）においても放射線遮蔽部材２００、ＥＭＣ対策部材２０１、又は熱伝導部材２
０２を構成に含めることができることはいうまでもない。
【０１３５】
　なお、この発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸
脱しない範囲で自由に変更できることは勿論である。
【０１３６】
　例えば、本発明の各実施形態に係るケーシング３２は、カセッテ本体３０全体を囲繞す
るように設けられているが、カセッテ本体３０の一部、具体的には放射線検出器４４のみ
を囲繞するように設けてもよい。放射線画像を検出する部位である放射線検出器４４を保
護すれば十分だからである。
【０１３７】
　この場合、図２に示すように、放射線検出器４４と制御ユニット（バッテリ４８、カセ
ッテ制御部５０及びカセッテ送受信機５２）とを固設してもよい。あるいは、前記制御ユ
ニットは、放射線検出器４４に対してヒンジ部を介して回動可能に連結してもよい。そう
すれば、放射線検出器４４にケーシング３２を装着した状態下で、患者１４の撮影態様に
応じて前記制御ユニットを適切な位置に移動できる。例えば、放射線撮影の妨げにならな
い位置・角度に前記制御ユニットを退避できる。
【符号の説明】
【０１３８】
２４…電子カセッテ　　　　　　　　３０…カセッテ本体
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３２…ケーシング　　　　　　　　　３８…保護カバー
４０…一面　　　　　　　　　　　　５４…本体
５６…開口部　　　　　　　　　　　５８…突起部
６０…可動爪　　　　　　　　　　　６２…スライダ
６４…把手　　　　　　　　　　　　６６、６８…穴
７０…他面　　　　　　　　　　　　７２…背面
７３…保護部材　　　　　　　　　　７４…緩衝部材
８０、１１６、１１７…凸部　　　　８２、９６、１１４、１１５、１２０、１２２…凹
部
８４、１５０、１６０…蓋部　　　　８６、１５２…ヒンジ
１００…案内部　　　　　　　　　　１０２…蓋嵌合部
１０４…固定部材　　　　　　　　　１０６、１０８、１６２、１６４…嵌合爪
１１０、１１２、１６８、１７０…嵌合孔
１２４…スリット　　　　　　　　　１２６…上部案内部
１２８…下部案内部　　　　　　　　１３２…固定爪
１５４…突出部　　　　　　　　　　１５６…ロック部材
２００…放射線遮蔽部材　　　　　　２０１…ＥＭＣ対策部材
２０２…熱伝導部材

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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